
番号 提　　出　　書　　類 参　　考　　事　　項 提出月日

1 着　任　届（１部） ・市町村教育長宛です。辞令の写しを添付します。

2 宣　誓　書（１部） ・校長宛です。（同一内異動の際は不要）

3 履　歴　書（４部） ・臨時的任用職員→ ４部　

・再任用職員　　→ 写４部（学校、教育事務所、地教委、県）

※定年退職した学校に原本を保管しているので写しに再任用時の履歴事項を追記してください。

・非常勤講師　　  → ２部（学校、教育事務所）写１部(地教委)

・特別非常勤講師  → 別様式になります。

4 履歴事項異動届（３部） ・住所移転の場合は校長宛です。住民票抄本１通、写し２通を添付します。

5 組合員等資格取得届

6 年金加入期間等報告書

7 個人番号記入様式

8 口座新規申込書

9 組合員証記載事項変更申告書 ・本人及び被扶養者の現住所等の記載事項に変更がある場合に提出します。

10 国民年金第3号被保険者住所変更届 ・被扶養配偶者が住所変更をする場合に提出します。

11 年　金　手　帳

12 給与の口座振込（変更）申出書

13 通　勤　届

14 住　居　届

15 住居手当受給終了届 ・借家等に係る最終家賃の領収書の写しを添付します。

16 単身赴任手当

17 扶養親族届 ・戸籍抄本他を添付します。

18 児童手当認定請求書 ・住民票謄本を添付します。

19 児童手当の住所変更届 ・住民票謄本を添付します。

20 被扶養者認定申告書 ・組合員証他を添付します。

21 国民年金第３号被保険者資格取得届書

22 公費負担医療費受給者報告書 ・公費負担医療費受給者証の写しを添付します。

23 財形貯蓄変更届 ・申し込みの時に使用した印鑑を押印してください。

24 へき地等学校異動届 ・住民票抄本を添付します。

25 赴任旅費の添付書類

(1) 住居移転有りでの単身
・住民票抄本を添付します(借家等に移転した場合･･･賃貸借契約書及び領収書等の写し
も必要)

(2) 住所移転有りでの家族同伴
・住民票謄本、扶養親族認定証明書を添付します(借家等に移転した場合･･･賃貸借契約
書及び領収書等の写しも必要)

(3) 新採用者(4月1日付け採用の場合) 〈３月１日現在における住所(居所)が住民票上の住所と同じ場合〉

・住民票抄本を添付します(同居者がいない場合又は同居者がいても一緒に転居しない
場合)

・住民票謄本を添付します(同居者がいて、同居者も一緒に転居する場合)

　３月１日以降に取得してください。

〈３月１日現在における住所(居所)が住民票上の住所と異なる場合〉

・居住証明書を添付します(同居者がいない場合又は同居者がいても一緒に転居しない
場合)

・居住証明書､同居に関する申立書しますを添付します(同居者がいて、同居者も一緒に
転居する場合)

　 居住証明書は３月１日以後に貸し主に証明してもらってください。

　 同居に関する申立書は、一緒に転居する人のみ記入してもらってください。

26 旅費口座振込(変更)申出書 ・振込希望通帳の写しを添付してください。

27 扶養控除等(異動)申告書 ・本人が持参していれば書類を提出してください。

・新規採用者の個人番号は、利用目的の明示・番号確認・身元確認により確認します。

28

29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に添付するものです

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に添付するものです
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　　　        　先生へ　

ようこそ　　　　　　　　へ
さっそくですが、着任に伴って次の書類を作成していただきます。
なお、番号に赤○のついているのが提出書類です。

・採用になった日から公立学校共済組合の組合員、福島県教職員互助会の会員となります。

・医療給付等が受けられます。
・個人番号は利用目的の明示・番号確認・身元確認により確認します。

・東邦銀行県庁支店の口座がない場合は本人が最寄りの各支店で口座開設手続きをして
ください。共済組合・互助会からの給付金（医療費等）が振り込まれます。

・給与等の振込希望を、本人名義の口座であれば３口座指定することができます。ただ
し、Ａ口座は東邦銀行の県庁支店となります。振込希望通帳の写しを添付します。
・新採用者は本人確認のため個人番号の記載のある住民票抄本が必要です。
・既に東邦銀行に口座がある場合は、登録されている住所が新規申込みと住所が異なる
場合は、あらかじめ住所変更手続きが必要となります。

※　住民票は、本籍地およびマイナンバーの記載が無いものを添付してください。

※期限付職員から正規採用と
なった方は､新たに４部作成す
ることになります。 ※兼務教職員･非常勤講師の履歴書は､原籍校で整理･保管しているので、兼務校には原

本の写しを２部(学校、地教委)作成し､写しに追加記入してください。

・交通用具・交通機関利用者で通勤距離片道２㎞以上から支給となります。
・自宅～学校までの最短距離・時間を把握しておいてください。

・借家の方は契約書等の写しを添付します。
・住居手当受給者で、転居した方は、前の借家等に係る最終家賃の領収書の写し（退居
証明書でも可）が必要です。
・住民票抄本、他を添付します。

・異動に伴う転居により、同居していた配偶者とやむを得ず別居し、単身で生活するこ
とになった場合支給となります。
・職員の住民票謄本、配偶者の住民票謄本を添付します。

住民票抄本　　　　　　通

住民票謄本　　　　　　通


